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１． ＩＳＯとは？

・・ISOISO：：ギリシャ語のギリシャ語の““isosisos＝＝相等しい相等しい””

　　　　　　IInternational nternational OOrganization for rganization for SStandardizationtandardization
　　　国際標準化機構：国際的に適用させる規格･標準類を制定国際標準化機構：国際的に適用させる規格･標準類を制定

　　　　　　　　　　　　する国際機関（ＮＧＯ）　　　　　　　　　　　　する国際機関（ＮＧＯ）

・・ISOISOの目的：の目的：物質，サービスの国際交流を容易にし，知的･科学
　　　　　　　　的，技術的及び経済的活動分野の協力を助長させ
　　　　　　　　るために，世界的な標準及びその関連活動の発展
　　　　　　　　を図る。
　　　　　　　　 1947年に万国規格統一協会を引継，スイスの
　　　　　　　　ジュネーブに本部を置き，120ヶ国と地域が加盟

（2002年現在)
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マネジメントに対する日本と欧米の違い

日　本 欧　米

民族思考民族思考

思　考思　考

行　動行　動

農耕民族・性善説農耕民族・性善説 狩猟民族・性悪説狩猟民族・性悪説

阿吽による阿吽による

暗　黙　知暗　黙　知
ﾙｰﾙ化した手順によるﾙｰﾙ化した手順による

形　式　知形　式　知

独自で例外的･神秘的独自で例外的･神秘的

個個 別別 主主 義義
画一的･一般的･法則的画一的･一般的･法則的

共共 通通 主主 義義
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審査登録制度とは

海　外 日　本

認定機関認定機関

審査登録機関審査登録機関

組　　　織組　　　織

審査登録機関審査登録機関

組　　　織組　　　織

((財財))日本適合性認定協会（ＪＡＢ）日本適合性認定協会（ＪＡＢ）

１ヶ国１機関１ヶ国１機関

a社 b社 c社 A社 B社 C社

65機関

2005年9月末　現在

建設　　　　全産業
19,015(30%)件/52,320件

登 録登 録

審 査審 査

認 定認 定

登 録登 録

相互承認相互承認相互承認
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　　　　・・ISO 9001:2000ISO 9001:2000　　品質マネジメントシステム品質マネジメントシステム

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－要求事項　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－要求事項
　　　　（（11）製品の品質保証に加えて，顧客満足の向上を目指す）製品の品質保証に加えて，顧客満足の向上を目指す

　　　　（（22）品質マネジメントの８原則を考慮した要求事項）品質マネジメントの８原則を考慮した要求事項

　　　　　①顧客満足　　　　　 ⑤マネジメントへのシステムアプローチ 　　　　

　　　　 ②リーダーシップ ⑥継続的改善

　　　　 ③人々の参画 ⑦意志決定への事実に基づくアプローチ　　

　　　　 ④プロセスアプローチ ⑧供給者との互恵関係　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

２． ＩＳＯ ９００１とは？
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　 品質マネジメントシステム(QMS)に関する要求事項は

①組織が内部で適用するため①組織が内部で適用するため

②審査登録のため②審査登録のため

③契約のため③契約のため

この規格は，顧客要求事項を満たすに当たっての品質

マネジメ ントシステム(QMS)の有効性に焦点を合せた構成

0.序文　　　　　　　 4.品質マネジメントシステム

1.適用範囲　　　　 5.経営者の責任

2.引用規格　　　　 6.資源の運用管理

3.定 義　　　　　　 7.製品実現

8.測定，分析及び改善

（３）（３）ISO 9001ISO 9001の活用目的の活用目的
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３． 建設業の特徴とＩＳＯ９００１

（１）契約時点では製品が存在しない

　　ＩＳＯ：生産システムの信頼（審査登録されたシステム）

（２）単品・現地生産

　　ＩＳＯ：顧客要求事項を満足させるための品質計画の実施

　　　　　・・・品質計画書（製品実現の文書化）の遵守

（３）プロジェクト毎に組織を編成・解散

　　ＩＳＯ：役割分担・責任権限の明確化、記録の組織的保管・活用

（４）品質管理・品質保証が個人の資質・力量に依存

　　ＩＳＯ：文書化された手順（システム）でバラツキの小さい対応

（５）製品のラインアウトがない（検査不合格の対処が手直し・補修）

　　ＩＳＯ：是正処置､予防処置による再発防止（技術･技能の蓄積･活用）　　
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３．１ 社会資本整備に携わる組織＝信頼される組織

　　
　　　一貫した品質（製造，サービス)が提供できる
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　顧客要求事項の実現(顧客満足)
　　　　　　　　自主管理　　　　　　プロセスアプローチ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　監視・測定
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　QMSの効果的運用の証拠
　　　　　　　　説明責任　　　 　　 文書管理・記録管理
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　トレーサビリティ

　
　　 品質トラブ(手抜き工事etc)の無い仕事

工事結果の評価(成績評点)

信頼されるシステム信頼されるシステム

信頼される技術信頼される技術
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　 ▼▼建設工事における品質保証の考え方

　　　　【施工中】

　　　　　設計図書（顧客要求事項）通りに工事を行なう

【引き渡し後】

　　　　　「瑕疵」があれば賠償や保証を行なう

　 ▼▼ＩＳＯ９００１以前における品質保証

　　　・品質管理手法としてＱＣ活動を利用

　　　・ＱＣ活動は各社が独自に決めた仕組みで実施するため、各
社の品質保証活動にバラツキが見られた

３．２ ＩＳＯ９００１と品質保証　１
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　 ▼▼ＩＳＯ９００１における品質保証の考え方ＩＳＯ９００１における品質保証の考え方

　　　　・品質保証に必要な規格を世界標準としたもの

　　　　・ＩＳＯ９００１の要求事項に沿って、各社が組織等に合致し
た品質マネジメントシステム（ＱＭＳ）を作成

　　　　・審査機関が、各社のＱＭＳがＩＳＯ９００１要求事項に

　　　　 合致しているかを審査

　　　　・適応したＱＭＳを用いる建設会社は、建設工事の品質保
証が可能であることが客観的に認められる
⇒　工事をまかせられる

３．３ ＩＳＯ９００１と品質保証　２
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　 ▼▼従来の品質管理従来の品質管理

　　　　・顧客要求事項（土木工事共通仕様書等）を満足する
⇒　要求された検査書類（結果）のみを作成

　　　　・建設会社によっては、ＱＣ活動等で品質保証水準の向上
を図る場合もある（施工プロセスの管理）

　 ▼▼ＩＳＯ９００１の品質管理ＩＳＯ９００１の品質管理

　　　　・顧客要求事項を満足するために、施工プロセスと検査結
果の記録を標準化して規格要求事項とした
⇒　品質保証の平準化と向上が期待できる

３．４ 従来の品質管理との違い　１
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３．５ 従来の品質管理との違い　２

▼建設工事における記録（書類）の種類の例

・材料確認

・段階確認

・出来形検査結果　等

・材料確認

・段階確認

・出来形検査結果　等

検査測定の
記録

・不適合製品管理、是正・予防
処置の記録

・ﾄﾚｰｻﾋﾞﾘﾃｨの記録

・監視機器等管理記録

・内部監査の記録

・各社で独自に決めていた施工プロセ
スの記録

ＩＳＯ９００１従来
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▼▼増加する書類の例増加する書類の例
・不適合製品、是正処置、予防処置の記録
・トレーサビリティの記録
・監視機器等の管理記録
・内部監査の記録

▼▼各社のＱＭＳによる増加の例各社のＱＭＳによる増加の例
・規制要求事項以上のプロセス管理に伴う書類の増加

⇒　規格 4.2 文書化に関する要求事項
4.2.1 参考2　QMSの文書化の程度は、次の理由から組織によって

異なることがある
ａ）組織の規模など活動の種類
ｂ）プロセスなどそれらの相互関係の複雑さ
ｃ）要員の力量

３．６ ＩＳＯ９００１における書類の増加



顧客

要求事項

４．品質マネジメントシステム
（継続的改善）

顧客

満足

５．経営者の
責任

６．資源の
運営管理

７．製品実現

８．測定、分析
及び改善

インプット
ｱｳﾄﾌﾟｯﾄ

製品
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プロジェクトのＰＤＣＡ

7.1製品実現の計画
7.2.1　製品に関連する要求事項の明確化
7.2.2　製品に関連する要求事項のレビュー
7.2.3　顧客とのコミュニケーション

7.3.1　設計・開発の計画
7.3.2　設計・開発へのインプット
7.3.3　設計・開発からのｱｳﾄﾌﾟｯﾄ
7.3.4　設計・開発のレビュー
7.3.5　設計・開発の検証
7.3.6　設計・開発の妥当性確認
7.3.7　設計・開発の変更管理
7.4.1　購買プロセス
7.4.2　購買情報
7.4.3　購買製品の検証
7.5.1　製品及びｻｰﾋﾞｽ提供の管理

7.5.2　製品及びｻｰﾋﾞｽ提供の妥当性確認

7.5.3　識別及びトレーサビリティ
7.5.4　顧客所有物
7.5.5　製品の保存

7.6　監視及び測定機器の管理
8.2.4　製品の監視及び測定
6.3　不適合品の管理

8.5.1　継続的改善
8.5.2　是正処置
8.5.3　予防処置

Ｐ

Ｄ

Ｃ

Ａ
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管理部門とプロジェクトの関係

・　管理部門とプロジェクトは、システムの整合性が求められる。

･　作業所での品質管理のバラツキをなくす。

・　管理方法(手順、人)及び、文書量や詳しさの程度は組織の要
員の力量及び技術力並びに組織の文化や風土により異なる
（規格4.2.1　参考２）。

　

　

　

管理部門 プロジェクト
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５．１　請負者のISO9001運用状況の確認記録

①品質マネジメントシステムを確認すること
　　　　手段；品質計画(品質計画書及び施工計画書）を確認する

②品質マネジメントシステムの運用状況を下記記録にて確認する
　　　　手段；（１）品質記録（不適合記録・是正処置記録）

　　　　　　　　（２）検査記録

　　　　　　　　（３）トレーサビリティ－記録

　　　　　　　　（４）検査・試験装置の管理記録

　　　　　　　　（５）内部監査

　　　　　　　　

５． ＩＳＯ活用のポイント
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５．２． 確認記録とＩＳＯ９００１との関連について

（１）品質記録（１）品質記録
　　　　　（イ）不適合の記録（ISO9001　8.2.2、8.3項参照）

　　　　　（ロ）是正処置の記録（ISO9001　8.5.2項参照）

　（イ）不適合の記録について
　　　・　不適合の定義は、「要求事項を満たしていないこと」であり「製品」

　　　　だけに限定せず、「システム」あるいは「内部監査」に起因する不適

　　　　合も含まれる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　

　　　・　「不適合製品」の処置に関して、特別採用（発注者の許可ある

　　　　いは請負者の判断による）が適用される。
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　（ロ）是正処置の記録について

　
　　　・　是正処置記録を確認する際には、「真の原因」と「是正処置を行っ

　　　　た後の効果のレビュー」をチェックすることが重要

　　　・　是正処置は「不適合」の内容に与える影響の大きさに見合う程度

　　　　でよい

　　　・　是正処置は、再発防止のために行う処置

　　　　　＊予防処置は、不適合が発生した時に、水平展開をして類似の

　　　　　　　不適合の発生を防止するために行う
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（２）検査記録（２）検査記録

・　ISO  9001：2000年版には、「検査記録」という表示はな

　く、従来（1994年版）　の品質記録・検査記録を合わせて

　「記録」となった

・　故に、検査記録として、請負者が実施した次の記録が確

　認対象となっている
　　　　・段階確認に関する検査

　　　　・出来形および品質管理のための検査

　　　　・写真管理　
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　（イ）ISO9001の7.5.3項の規格要求事項（抜粋）

　　　　トレーサビリティーが要求事項となっている場合には、組織（請負者）は

製品について固有の識別を管理し、記録すること。（4.2.4.参照）

　（ロ）クレーム（コンクリートの打設不良）の追跡例示
　　　　そのクレームの発生原因を確定するために、構造物を提供する業務フローと逆

の流れに沿って追跡する。

　業務内容　　　　　　　　確認方法

　　検査　：　生コンの試験結果の確認

　　施工　：　施工方法の確認および打設場所と製造工場の確認

　　材料　：　生コンの使用材料（ｾﾒﾝﾄ・砂・骨材・水・混和剤）の試験成績表確認

　　設計　：　設計強度・施工方法の確認

　　要求事項：　顧客要求事項・仕様書の確認　　

　　　　　　　　　

（３）トレーサビリティの記録（（３）トレーサビリティの記録（ISO9001ISO9001　　7.5.37.5.3項）項）
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（ハ）「識別」とは；

　　　　　トレサービリティ(Trace-ability）を可能にさせるための手段であり、

　　　　例えば、下記のような表示が考えられる

　　　　　　・顧客名、製品名、数量、納期

　　　　　　・設備名、機器名、材料名、

　　　　　　・作業員の力量、

　　　　　　・検査前、検査中、合格、不合格、等
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（４）検査・試験装置の管理（（４）検査・試験装置の管理（ISO9001ISO9001　　7.67.6項）項）

　（イ）ISO9001では、次の要求がある。（抜粋）

　　　・　トレース可能な標準器を用いて、校正又は検証をしているか

　　　・　有効期限等を明確にした識別がしてあるか

　　　・　測定機器が、「不合格」と判明したときに、それ以前に測定した結果
の妥当性を評価し、記録しているか

　　　・　監視および測定にコンピュータ・ソフトを使うときには、目的に

　　　　あった確認をしているか

　　　＊「品質管理」ならびに「物づくり」の原点である試験装置の管理は、
ISOの業界への普及とともに格段に整備された
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（５）　内部監査　（５）　内部監査　((ISO9001ISO9001．．88．．22．．22項）項）
　　 (イ)　監査の種類

顧　客

発注者

供　給　者

審査登録機関

請負業者

請負者

第2者監査

第1者監査
（下請業者）

（材料業者）

内部監査

第3者監査

利害関係が無
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（ロ）内部監査の目的
　　　・請負者のQMS（品質マネジメントシステム）に問題がないのか否かをチェックす

る

　　　・請負者のQMSが要求事項（国際・国内規格、法令、発注者の要求）に適合して
いるか

　　　・請負者のQMSの有効性を判断する

　　　　　　○　当該手順を使用することで、目的・目標が達成しているか

　　　　　　○　手順が使いにくく、非効率的で改善が必要かの是非

（ハ）請負者のQMSが、社内において機能しているかは、「優秀な内部
監査員」　がいるかに、かかっている（力量アップの教育・訓練が必
要）



27

（ニ）内部監査の記録では、不適合の是正処置がとられ、フォローが充
分行われたかを確認（クローズ）すること

（ホ）指摘事項の内容が「傾向的あるいは偏り」がないかをチェックし、
品質管理に生かされているかを確認する

（ヘ）内部監査の結果はマネジメントレビューへのインプット情報
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６． ＩＳＯ９００１導入による効果

目的：品質の確保（品確法）に有効

中小建設業での品質管理の向上

手順（仕事の進め方）の明確化

ＰＤＣＡの認識、会社のマネジメント

目的意識と予防活動の推進

記録の意味（立証、原因追跡、リスク管理）

　　自己管理、自己責任、説明責任を果たし

　　　　－任せて安心な企業になる－



□　ＩＳＯ９００４：２０００　８.２.１.４ 財務的測定
・・・管理者はプロセスから得るデータを財務情報に変換することを考慮すると

よい。
品質コスト
　　・予防コスト：品質を悪くしない為の予防活動に掛かる費用
　　　　　　　・・・管理図等の統計的手法の活用
　　　　　　　　　手順等の標準類の整備・活用
　　　　　　　　　品質管理の教育・訓練、資格取得
　　・評価コスト：品質保証活動を評価・検証に掛かる費用
　　　　　　　・・・検査、試験、実験
　　　　　　　　　監査、パトロール
　　・失敗コスト：業務や管理の失敗の結果として掛かる費用
　　　　　　　・・・不良品（不適合品）の廃棄､修理、手直し
　　　　　　　　　クレーム処理、瑕疵補修
　一般に予防コストと評価コストに対して失敗コストが高い

参考：品質コスト



ISO9001ISO9001活用工事等に関する活用工事等に関する

説明会説明会

第１編．第１編．ISO9001ISO9001についてについて

第２編第２編. . 工事における工事におけるISO9001ISO9001認証取得を認証取得を

　　　　 　活用した監督業務の取扱いについて　活用した監督業務の取扱いについて

第３編．第３編．ISO9001ISO9001活用工事支援システム（請負者の品質　活用工事支援システム（請負者の品質　
　　 マネジメントシステムの運用状況をマネジメントシステムの運用状況を

　　　　　　　　 把握するためのシステム）について把握するためのシステム）について



　　　　　　　研修会資料　目　次

資料－１　　通達文：「工事におけるＩＳＯ９００１認証取得を活用した監督業務の取扱い
について」

　　　　　　　 事務連絡文 ：「「工事におけるＩＳＯ９００１認証取得を活用した監　　　　　　
督業務の取扱いについて」の運用について」

資料－２　　工事におけるＩＳＯ９００１認証取得を活用した監督業務等マニュ　
　　　　　　　 アル（案）　＜平成１８年１月＞

資料－３　　説明会資料 　

資料－４　　ＩＳＯ９００１活用工事支援システム　
　　　　　　　 （請負者の品質マネジメントシステムの運用状況を把握するため

のシステム）操作マニュアル

資料－５　　請負者が提示又は提出する書類の例　　
　　　　　　　 ・請負者からの申請添付書類の例
　　　　　　　 ・品質マネジメントシステム関係書類の例



32

第２編　工事におけるＩＳ第２編　工事におけるＩＳOO９００１９００１認証取得を認証取得を
　　　　　活用した監督業務の取扱いについて　　　　　活用した監督業務の取扱いについて
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　　　　　　目　　　　　　　次

　　１．１．ISOISO９００１９００１活用工事の概要活用工事の概要

　２．　２．国土交通省における検討の経緯国土交通省における検討の経緯

　　３３．．ISOISO９００１９００１活用工事のメリット活用工事のメリット

　　４４．．ISOISO９００１９００１活用工事の実施活用工事の実施方法方法

　　　４．１　ＩＳＯ９００１活用工事の実施手順　４．１　ＩＳＯ９００１活用工事の実施手順

　　４．２　ＩＳＯ９００１活用工事の申請　　４．２　ＩＳＯ９００１活用工事の申請

　　４．３　ＩＳＯ９００１活用工事の承認　　４．３　ＩＳＯ９００１活用工事の承認　　　　

　　４．４　ＩＳＯ９００１活用工事の準備（工事着手前）　　４．４　ＩＳＯ９００１活用工事の準備（工事着手前）

　　　　　　（請負者の品質計画の適切さを把握する）　　　　　　（請負者の品質計画の適切さを把握する）

　　４．５　ＩＳＯ９００１を活用した監督業務（工事着手後）　　４．５　ＩＳＯ９００１を活用した監督業務（工事着手後）

　　４．６　請負者の品質　　４．６　請負者の品質マネジメントシステムの運用状況の把握マネジメントシステムの運用状況の把握

　　　　　　（監督職員等がその　　　　　　（監督職員等がその適切さを把握する適切さを把握する））

　　４．７　　４．７　ＩＳＯ９００１を活用工事の取り扱いを注し　ＩＳＯ９００１を活用工事の取り扱いを注し

　　　　　　（通常の監督業務に戻す旨の通知）　　　　　　（通常の監督業務に戻す旨の通知）

　５．その他　５．その他
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1.１　ＩＳＯ９００１活用工事の通知文書

　以下の通知文書に基づき平成16年10月1日から実施してい
る。

●「工事におけるＩＳＯ９００１認証取得を活用した監督業務
等の取扱いについて」

　（平成１６年１０月２８日付け　北開局工管第９７号）
（以下「通達」とする）

●「「ISO９００１認証取得を活用した監督業務等の取扱いについて」
の運用について」　　　（平成１６年１０月２８日付け　事務連絡）　　　

（以下「事務連絡」とする）

１．１．ISO9001ISO9001活用工事の概要活用工事の概要
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１．２　ＩＳＯ９００１活用工事のポイント

「ISO９００１は公共工事の品質確保に効果的であるが、それのみにより
施工能力が判断されるものではない」

・入札条件とはしない

・希望しない請負者は、通常監督となる

「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針」より　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（２００１年３月）

従来の臨場
による段階確
認等

ISO9001を認証取得し
た請負者が自主検査を行
い、その検査記録を監督
職員が確認する

置換可能

希望により



１．３　ＩＳＯ９００１活用工事の対象（平成17年10月末現在）

＜条件＞
・請負者がＩＳＯ９００１認証を取得している
・請負者の工事成績が優れている
・ＩＳＯ９００１活用工事とすることを請負者が希望し、発注者が承認したもの

①一般競争入札方式(契約金額7.3億円以上)

②一般競争入札方式(7.3億円未満)、公募型・工事希望型競争
入札方式（１億円以上）

重点監督工事を除く全工事

重点監督工事を除く発注予定工事件数の合計の１割
以上を抽出したもの

●平成１７年度に、一般競争対象工事金額の変更があったが、
ＩＳＯ９００１活用工事の対象工事金額は変更なし
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（１）これまでの検討の流れ

平成６年度

平成１０年度

平成８年度　
　～９年度

検討方針、内容等の検討

ISO9001適用パイロット工事における効果と課題検
討

パイロット工事の実施
（約５０件）

パイロット工事の実施パイロット工事の実施
（約５０件）（約５０件）

公共工事における品質ｼｽﾃﾑ運用状況の把握請負
者の品質ｼｽﾃﾑ文書の審査、現地調査

平成1２年度　～
14年度

公共工事へのISO9001の適用（試行）　　　　　　適用
の効果検証

ISO9001試行工事の実
施（３０８件）

ISO9001ISO9001試行工事の実試行工事の実
施（３０８件）施（３０８件）

平成1５年度

ISO9001の本格活用（10月より希望制で実施中）ISO9001ISO9001の本格活用（の本格活用（1010月より希望制で実施中）月より希望制で実施中）

ISO9001試行工事の検証と今後の適用方針の検討

平成1６年度

ISO9001活用工事の実施
【約１50件】　　　　　（平成
17年9月末）

ISO9001ISO9001活用工事の実施活用工事の実施
【約１【約１5050件】　件】　　　　　　　　　（平成（平成
1717年年99月末月末））

２．国土交通省における検討の経緯２．国土交通省における検討の経緯
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（２）試行工事の実施

３０８１３３１４３３２工　事　計（件）

２８１６１２０工事希望型（件）

１４８７７５７１４公募型（件）

１３２４０７４１８一般競争入札（件）

合計Ｈ１４Ｈ１３Ｈ１２年度別件数

　　　　　　　　ISO9001試行工事の年度別件数

（３）試行結果
以下の事項が確認できた。

①監督業務の一部を「検査記録の確認」等に置き換えても、品質面への負の影響
は認められない。
②監督業務の一部を「検査記録の確認」等に置き換えることにより，監督業務の効
率化がほぼ図られた。

契
約
別
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①品質面への影響について

試行工事と試行工事以外《ISO認証取得者》における工事成績評点の比較　

74.6±4.4点75.1±4.3点工事希望型指名競争入札

73.1±3.8点76.3±5.7点公募型指名競争入札

74.7±4.3点75.6±5.2点一般競争入札

試行工事以外
（監督業務を効率化していない）

平均±標準偏差

試行工事
（監督業務を効率化している）

平均±標準偏差

《区分》
工事成績総合評点

　試行工事での工事成績評点は、従来の監督業務を実施した場合と比べ、「出
来形」「品質」「出来栄え」「総合評点」の点数において、ほぼ同等であった

　工事成績評点において、監督業務の一部を「検査記録の確認」等に置き換えても、品
質面への負の影響は認められない

平成12～14年度　
ISO9001試行工事により得られた結果



83%
（52／63）

60%
（3／5）

81%
（25／31）

89%
（24／27）

定性的比較

88%
（129／146）

67%
（12／18）

90%
（55／61）

93%
（62／67）

定量的比較

平　均工事希望型公募型一般競争＜監督職員対象＞

79%
（46／58）

100%
（4／4）

73%
（22／30）

83%
（20／24）

定性的比較

64%
（94／146）

50%
（9／18）

57%
（35／61）

75%
（50／67）

定量的比較

平　均工事希望型公募型一般競争＜請負者対象＞

②監督業務の効率化の効果について

　監督業務の一部を「検査記録の確認」等に置換えることにより、監督業務の効
率化がほぼ図られた

【試行工事における監督業務の
効率化の評価】

【定量的評価】監督業務に要する時間が従来と比べ同等又はそれ以下と　　なっ
た工事数の比率
【定性的評価】アンケートにて監督業務について従来と比べ同等又は効率化が図
られたと回答した人の比率



③　工種による効率化の効果の違い

工種によっては効率化が図りにくいものがある
＊　鋼橋上部工は段階確認回数が、元々１回と
　　少ない一方で、内部監査を実施する必要が
　　あり、IＳＯ適用による効果が現れにくいとい
　　える
＊　効率化が図れていない15件の内訳
　　・内部監査時間が原因：12件
　　・自主検査時間が原因：2件
　　・両者が原因：1件

全体的には、ＩＳＯ９００１適用による効率化

が図られている

＊　トンネル工事は、トンネル支保工、トンネ

ル覆工に関する段階確認を受けるため、効

率化　の効果が顕著に現れる　（例：従来１５

６回がＩＳＯ適用工事では７５回）

44%
（12／27）

74%
（20／27）鋼橋上部工

75%
（12／16）

88%
（14／16）橋梁下部工

82%
（14／17）

100%
（17／17）PC橋上部工

90%
（17／19）

100%
（19／19）トンネル

請負者監督職員工　種

【試行工事における監督業務の効率化の定量的評価(工種別）】

・監督業務に要する時間が従来と比べ同等又はそれ以下となった工事数の比率
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請負者の工程に沿った検査の実施が可能

事前に品質計画書による検査時期、項目、臨場回
数等を発注者と協議するため、工事完成までのプロ
セスが明確になる

自主検査か臨場による段階確認とするかを請負者
が選べる仕組み

　①工程管理の効率化

（１）請負者のメリット　

３．ISO9001活用工事のメリット



道路改良工事の例、工期１年
　　　　：臨場による確認数が約40％に減少

通
常
工
事

Ｉ
Ｓ
Ｏ
活
用
工
事

受発注者双方の臨場による確認（311回）

受発注者双方の臨場に
よる確認（122回） 請負者による検査（189回）

材料
確認
14回

段階確認

89回

立会い

208回

8回 34回 80回 6回 55回 128回

＜監督業務の代替による臨場の削減＞



②工事の品質向上、請負者の　　信頼性向
上と体質改善

請負者の品質マネジメントシステムの継続的改善
により、工事の品質向上が図れる。

顧客満足を向上させることにより、発注者からの信
頼性向上

請負者内の責任権限が、明確になることにより請
負者の体質改善、体制の強化を実現



③作成書類の二重化防止

・施工計画書と品質計画書（ISOで要求されるもの）
は、統合して作成可能

・検査記録については、発注者の承諾を得て、請負
者の検査記録様式により提出可能

 

施工計画書  品質計画書  

統合や相互の参照が可能に！ 

品質管理、出来形管理等品質記録の書類  
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①監督業務の効率化
　

（１）発注者のメリット　

従来の臨場による確認を請負者が実施する検査
記録の確認に置き換えることになるため、臨場回
数が減り、監督業務の効率化が図れます。



②請負者（組織）の検査体制に基づく発注者の
要求水準以上の品質確保　

　・請負者のQMS構築の結果、通常の検査に加えトレーサ
ビリティ、内部監査、不適合管理、是正・予防処置等が実
施され、請負者（組織）の検査体制が確立される。

　・各種の検査方法を標準化して文書化している。その通り
に実施することで、期待した品質を確保できる。　

　・監査制度（内部監査、外部監査）により、発注者の要求水
準以上の品質確保ができるかが、チェックできる。



４．１　ＩＳＯ９００１活用工事の実施手順４．１　ＩＳＯ９００１活用工事の実施手順

１４日以内

（１）工事着手前の手順

（凡例） 発注者行為 請負者行為 共通行為

問題点の指摘問題あり

問題なし

設計図書で要求され
た事項が記載されて

いるか等

ＩＳＯ９００１活用工事の申請

品質計画書及び施工計画書の提出

受発注者間の協議

　　　請負者の品質マネジメントシステムの把握

品質計画書又は施工計画書の修正・再提出

工事の着手

ＩＳＯ９００１活用工事の承認

承認

不承認
通常の監督業務
を実施

１４日以内

<4.2>

<4.4.2>

<4.4.3>

<4.4.4>

<4.3>

４．ＩＳＯ９００１活用工事の実施方法４．ＩＳＯ９００１活用工事の実施方法

発注/受注
重点監督対象工種の通知

<4.4.１>



（２）工事着手後の手順

工事完成・納品・検査

軽微な
不適合

適切

請負者自身による検査等を指示

請負者自身による検査等を実施

請負者作成の検査記録の確認による代替等
工事施工状況の把握

請負者の品質マネジメントシステム運用状況の把握

品質マネジメントシステ
ムに基づき計画通り適
切に施工管理されてい

るか等

工事の中止又
は通常の監督
業務に戻す必
要があるか必要

通常の監督業務
に戻す旨を通知

不必要

問題点の指摘

是正処置の実施と記録

工事の進捗

重大な不適合
又は多数の不適合

工事の全部又は一部
の中止を通知

工事の着手

（凡例） 発注者行為 請負者行為 共通行為

<4.5.1>

<4.5.2>

<4.5.3～4.6> ISO活用工
事支援シス
テム

<4.7>
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　　　＜参考＞　確認と把握について（北海道開発局請負工事監督技術基準
（案）より）

　

　把握
把握とは、監督職員等が臨場もしくは請負者が提出又は提示
した資料により施工状況、使用材料、提出資料の内容等につ
いて、監督職員が契約図書との適合を自ら認識しておくことを
いい、請負者に対し認めるものではない

確認とは、契約図書に示された事項について、監督職員等が
臨場もしくは請負者が提出した資料により、監督職員がその内
容について契約図書との適合を確かめ、請負者に対し認める
ことをいう

　

　確認
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４．２　ＩＳＯ９００１活用工事の申請（請負者）
　取り扱い希望者は、契約後１４日以内に申請する

　【提出書類】
・申請書（所定様式）
・添付書類
　①　ＩＳＯ９００１認証の取得に係る登録証の写し
　②　ＩＳＯ９００１の審査に係る書類（審査報告書及び合否判定結果）
　③　申請に係る工事を担当する内部組織が、ＩＳＯ９００１認証を取得して
　　　 いることを示す書類
　④　ＩＳＯ９００１認証の範囲が工事の内容に一致していることを示す書類
　⑤　前年度及び前々年度［前々年度及びその前年］に北海道開発局の所　　掌
する工事を完成し、成績評定を受けている場合においては、その全て　　の工事
成績評定通知書の写し
　　　 ［申請月４~７月］
　⑥　⑤が無い場合、ＩＳＯ９００１認証取得以降の直近の工事成績評定通
　　　知書の写し

　　　＊但し、①で内容が確認できる場合は、③、④は不要



認定機関のマーク

○○

添付書類①

認証を取得して
いる組織（企業）
申請者＝請負者

添付書類④に相当

添付書類③に相当
京橋支店など関連部署
が記載されている。

登録された品質システムが示
されている工事の内容に一致
しているかを確認する。
他の記載例として製造、設計、
据付け等がある

審査登録機関

要チェック
ＩＳＯ９００１かどうか

チェック

添付書類①
　ＩＳＯ９００１認証の取得に
係る登録証の写し例

審査登録機関のマーク



添付書類②
　ＩＳＯ９００１認証の審査に係る書類の写しの例

添付書類②

審査登録機関

認証を取得してい
る組織（企業）

申請者＝請負者

要チェック チェック

登録証の「登録された品質システム」
又は、「登録範囲」と同一

審査報告書
添付書類②

審査登録機関が組織に
対し審査を実施した審査

結果報告書の例

「更新する」又は「登録する」
と記載されている
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４．３　ＩＳＯ９００１活用工事の承認（発注者）４．３　ＩＳＯ９００１活用工事の承認（発注者）

　発注者は、以下により請負者の申請内容を確認する

４．３．１　申請内容の確認

(1)申請書類

は適正か？

(2)工事成績が基準を

満たしているか？

(3)ＪＶの場合全ての構成員

が認証取得しているか？

認証範囲はよいか？

承認

申請受理

不承認

NO

NO

NO

YES

YES

YES

①必要書類が全て提出されているか？
②ＩＳＯ9001認証の取得者と認められるか？
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（２）工事成績が基準を満たしているか？
　　　①　前年度及び前々年度の工事成績評点の合計の平均点が７０
　　　　　点以上で、かつ６５点未満の工事が無いか？　
　　　　　 ６５点未満の工事があっても、工事成績が全般的に良好か？

　　　
　　　

　　
　　②　①の成績評定が無い場合、直近の成績評定の合計点が７０点
　　　　　以上であるか？

１）～４）を満たすこと
　１）65点未満の工事件数が３件以下
　２）65点未満の工事件数が全体の1/10以下であるか、1/10から
　　2/10の場合平均点が74点以上である
　３）減点評価項目に対し改善策が講じられ、その成果が認められる
　４）ISO活用工事の取り扱いを受けるにふさわしいと認められる
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（３）申請内容の確認におけるその他の注意事項　

・デザインビルドやＶＥなど設計の提案と実施を　含
む工事の場合、対象工事としない

・既に別途実施されている設計に基づいて工事　の
みを実施する通常の工事であれば、承認を　してよ
い

②　認証範囲から

　設計開発を除外

　している請負者

　の取り扱い

・すべての構成員が認証取得者であること

・申請、認証の取消の申出及び品質計画書の　　提
出は、その代表者が行う

・工事成績が基準を満たすことの確認は、全ての構
成員について実施する

①　共同企業体の

　場合の取り扱い
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４．３．２　承認・不承認の通知

　発注者は、申請内容の確認結果により、下記により対応する

①申請日から１４日以内に、理由を付し　　
てその旨を請負者に通知する
②通常の監督業務を実施する

①申請日から１４日以内に承認し、承認　通
知書で通知する
②ＩＳＯ９００１活用工事の取り扱いを実　　
施する

不承認（2）適当でないと

　認めた場合

承認（1）適当と認めた

　場合
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４．４．１　重点監督対象工種の通知【発注者】

４．４　ＩＳＯ９００１活用工事の準備４．４　ＩＳＯ９００１活用工事の準備
　　　　　　　　（工事着手前）　　　　　　　　（工事着手前） 【発注者】【請負者】【発注者】【請負者】

監督職員は、契約後速やかに重点監督の適用工種を定め、請負者に通知する

＊監督業務を重点的に実施する工事：事務連絡別添より

・低入札価格調査制度調査対象工事

・監督強化対象工事

ア　低入札工事等

・開発監理部長又は各開発建設部長が必要と認めた工事オ　 その他

・周辺地域等へ地盤変動等の影響が予想される掘削を伴う工事
・一般交通に供する路面覆工・仮橋等を有する工事
・河川堤防と同様の機能の仮締切を有する工事

エ　 第三者に対する影響のある
工事

・鉄道又は現道上及び、最大支間長１００ｍ以上の橋梁工事
・掘削深さ７ｍ以上の土留工及び締切工を有する工事
・鉄道・道路等の重要構造物の近接工事
・砂防ダム（堤体高３０ｍ以上）
・軟弱地盤上での構造物
・場所打ちＰＣ橋
・共同溝工事
・ハイピア（堤体高３０ｍ以上）

ウ　 施工条件が厳しい工事

・技術活用パイロット工事イ　 主たる工種に新工法、新材
料を採用した工事
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４．４．２　品質計画書及び施工計画書の提出【請負者】

①　個別に認証取得した複数の組織が担当する場合は、組織毎に作成する

請負者は、品質計画書及び施工計画書を作成し、工事の着手前に提出する

④　品質計画書に記載すべき事項
　　・検査計画及び確認・立会計画
　　・各監視・測定（検査）の担当者及び承認者、資格※）

　　・当該工事現場に対する内部監査計画
　　・監視機器及び測定機器管理計画
　　・トレーサビリティ管理計画
　　・不適合管理計画

③　別々に作成する場合、重複部分は互いに他方の記載を
参照して作成してもよい

②　品質計画書と施工計画書は、統合して作成できる

品質計画書

施工計画書

重複

　※）　担当者と承認者は別人とする、資格は、社内規定であるものを　　　
記入、資格を必要と規定していないものは記載不要　　
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項目 記載内容のポイント

（1）検査計画及び確

認・立会計画

（2）検査の担当者及

び承認者、資格

①監督職員が確認・立会をする工種、
予定時期

②請負者が自主検査する工種
③出来形、品質、写真管理などの検

査記録書式

①検査担当者と承認者が明確か
②資格が必要な項目は社内資格等が

満たされているか（※１）

品質計画書に記載すべき事項（１／３）
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項目 記載内容のポイント

（3）当該現場に対

する内部監査

計画

（4）監視機器及び

測定機器管理

計画

①内部監査の時期：６ヶ月に一回程度
実施を計画しているか

②内部監査員の資格：監査リーダーの
要件（※２）を満たしているか　

①指定した監視機器及び測定機器が
管理対象になっているか

②対象機器の管理方法及び管理担当
者、承認者が明確か

品質計画書に記載すべき事項（２／３）
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項目 記載内容のポイント

（5）トレーサビリ

ティ管理計

画

（6）不適合管理

計画

①発注時に指示した材料がトレーサビリティ
管理対象になっているか

②材料毎の管理方法、管理担当者及び承
認者が明確になっているか

①不適合の処置手順、実施者、承認者は明
確か

②不適合の定義（重大、軽微等のレベル）は
明確か

③是正処置、予防処置の手順、実施者、承
認者は明確か

品質計画書に記載すべき事項(３／３）
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検査計画等の役割分担(参考例）

検査担当者※）・・作業所係員等

承認者※）・・・・・・作業所長（監理技術者）等

品質証明員・・・・支店の工事管理者（統括所長）等(10年以上の
現場経験必要）

内部監査員・・・・リーダーについては、活用工事の内部監査員
の要件を満足し、かつ当該工事に直接携わるも
の以外の独立したもの（品質証明員と兼務可能）
とする。 　　　　　　　　　その他の内部監査員
は社内規定でよい　　　　　　　　　　

　※）　担当者と承認者は別人とする、資格は、社内規定であるものを記入、
資格を必要と規定していないものは記載不要　
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(※２)内部監査チームリーダー資格要件について

①　10年以上の現場経験を有する
②　次の資格の少なくとも１つ以上を有する

　内部監査における監査チームのリーダーは、以下の①～④の
すべての要件を満足し、かつ当該工事に直接携わる者以外の独
立した者とする

　イ．技術士　　　　　　　　　　　　　へ．建築設備士

　ロ．１級土木施工管理技士　　　ト．１種電気主任技術者

　ハ．１級造園施工管理技士　　 チ．１級管工事施工管理技士

　ニ．１級建築士　　　　　　　　　　 リ．１級電気工事施工管理技士

　ホ．１級建築施工管理技士　　　ヌ．１級建設機械施工技士



③　以下の図に示す条件を具備したイ、ロのいずれかの研修を受けた経験がある

　　④　③の研修修了後、現場の作業所を対象に監査チームのリーダーを経験
　　　 　している

審査員研修機関

審査員研修

・JABの認定を受けている
審査員研修機関が実施す
る

内部監査員養成セミナー

・JABの認定を受けている
審査員研修機関が実施す
る

企　業

社内研修

受講

合格

講義

受講

合格証又は修
了証

内部監査チームリー
ダー経験

講義

受講

受講

合格証又は
修了証

合 格 証 又
は修了証

内部監査員リーダー

講師
ケース１

講師
ケース２

＜イ＞

＜ロ・ⅰ＞

＜ロ・ⅱ＞

＜ロ＞

社内研修
を修了

外部研修を
修了

社内研修講師
の要件

←いずれか→
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４．４．３　受発注者間の協議【発注者】【請負者】

受発注者は、着工前に品質計画書、施工計画書を基に、請負者
とISO活用工事の実施方法に関する協議を行う。

・協議での留意点

②　請負者の検査記録の確認に置き換える工種とその確認の
程度

①　重点監督対象工事の取扱いについて

③　一部工種についてISO9001活用工事を希望しない場合の
処置

④　検査時の提出書類の書式
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一般監督工種

重点監督工種

①　重点監督対象工種の取扱いについて

　ＩＳＯ９００１活用工事の対象

　工事の中の一部が重点監督の場合

　＜一つの工事＞

従来通り、定められた段階確認
を実施

・監督職員は、重点監督の有無を請負者に示します。
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・監督職員は、請負者の検査記録に置き換える工種と通常の段階確
認を実施する工種およびその確認程度の指示を行う。

・検査記録の確認の頻度は、通常の段階確認の頻度より少ない回
数とし、適切な時期に実施する。

②　請負者の検査記録の確認に置き換える工種とその
確認の程度

・請負者は、一部の工種についてISO活用工事の取扱いを希望しな
い場合には、監督職員の承諾を得て、通常の段階確認を受けること
ができる。

③　一部工種についてISO9001活用工事を希望しな
い場合の処置
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・請負者が検査時に提出する書類は、必要事項が記載されて
いれば、発注者の承諾を得て、請負者の検査記録の様式に
より提出してもよい。

④　検査時の提出書類の書式
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４．４．４　請負者の品質マネジメントシステムの把握【発注者】

①　どのように品質管理の手順を計画しているか？

　監督職員は、工事着手後の監督業務の準備として、提出された
施工計画書と品質計画書により、請負者の品質マネジメントシステ
ムの内容を把握する

②　計画書の記述が不明確な場合、請負者に説明を求める

③　説明後もなお不明確な場合は、指摘し修正を指示する
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① 施工計画書から施工計画を把握
　する
② 品質計画書により、特記仕様書の
　要求、協議指示事項に合った品質
　計画となっているかを把握する
③ 施工計画書と品質計画書の受理
　（押印）

【品質計画の把握（例１）】
○○工事品質計画書（文書番号）
目　　　次
１．総　　　則
４．品質マネジメントシステム
４．１　当プロジェクトの位置付け
４．２．３ 文書管理
４．２．４ 記録管理
５．現場管理責任者の責任
５．２　顧客重視
５．３　品質方針
５．４．２ 品質目標
５．５．１ 責任及び権限
５．５．２ 内部コミュニケーション
６．資源の運用管理
６．２．１ 要員の力量
６．２．２ 教育及び訓練
６．３　インフラストラクチャー
６．４　作業環境
７．製品実現
７．２．１ 製品に関する要求事項
７．２．２ 製品に関する要求事項の管理
７．２．３ 顧客とのコミュニケーション
７．３　設計
７．４　調達プロセス
７．４．１ 調達業者の評価、選定
７．４．２ 調達情報
７．４．３ 調達品の検証
７．５　施工プロセス
７．５．１ 施工の計画及び管理
７．５．２ 特殊工程管理
７．５．３ 識別及びトレーサビリティー
７．５．４ 顧客の所有物
７．５．５ 製品の保存
７．６　監視機器及び測定機器の管理
８．測定、分析及び改善

検査計画、検査担当者及
び承認者等の把握

トレーサビリティ管理
計画の把握

測定機器管理計画の
把握

不適合管理計画の
把握

内部監査計画の把握

品質計画書　目次例



･製品の識別及びトレーサビリティ

これらを参考にトレーサビリティ管理
対象を選定する。(特記仕様書にある
場合は、その項目も入れる）。

【品質計画の把握（例２）】

識別及びトレーサビリティ計画（品質計画）
文 書 番 号 計画 － １０ 

版 第 １ 版 

制  定 平成１ 年  月  日 

改  定 平成  年  月  日 

     識別及びトレーサビリティ計画 
○ ○ 作 業 所  

識     別 トレーサビリティ 顧客 
要求 

対象資材・外注品  使 用 箇 所 
項   目 方   法 記   録 記   録 

○ 鉄筋 橋脚 製品記号 
鋼番（加工材：
鉄筋番号） 
製造工場（加工
材：無し） 

荷札 ミルシート 
 

○ ﾚﾃﾞｨﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ 
24-8-25（早強） 
18-18-25（高炉） 

脚柱、ｹｰｿ
ﾝ 
中詰め 

配合 
打設日 
製造工場 

ﾛｯﾄ割、 
打設箇所 

納品書 
ﾛｯﾄ割 
打設箇所 

ﾛｯﾄ割、納品書 
試験成績書、 
配合報告書 

       

       

       

       

       

※作業所毎に対象を決定する。 
 顧客要求品目は、顧客要求欄に○印を付ける。 
 

承   認 審   査 作   成 
作業所長 

 

H. 

 
 
H. 

 
 
H. 

トレーサビィティ対象項目、記録内容を把握す
る。
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･検査･試験
検査･試験計画表（製品の監視・測定）

【品質計画の把握（例３）】

検査担当者、承認者の
明示の把握

工程内検査管理一覧表
当作業所で実施する検査・管理項目は下記とする。

工事責任者 監理技術者 工事主任 工事担当 工事担当 工事担当

全　体 工事全体 トンネル部 トンネル部 トンネル部 トンネル部

トンネル工 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ

吹付け後 7箇所/20m 厚　さ 設計吹付け厚以上 ◎ ― ○ ○ ○ ○

材令1日 １回/50m 初期強度試験 σ1ck = 5N/mm
2 ― ◎ ○ ○ ○ ○

材令28日 １回/50m コアー採取による強度試験 σ28ck = 18N/mm
2 ― ◎ ○ ○ ○ ○

吹付け前 吹付け毎 スランプ試験 8±2cm ― ◎ ○ ○ ○ ○

全数 突出量 ﾌﾟﾚｰﾄ下面から10cm以内 ― ◎ ○ ○ ○ ○

7箇所/20m 長さ（４ｍ以下） 設計長さ以上 ◎ ― ○ ○ ○ ○

打設３日後 3本/20m 引抜検査 95 or 150kN以上 ― ◎ ○ ○ ○ ○

注入前 練混ぜ開始前に１回 コンシステンシー フロー値：150±20mm ― ◎ ○ ○ ○ ○

材令1日 1回/50m 圧縮強度 10N/mm2以上 ― ◎ ○ ○ ○ ○

かぶり -10mm～+20mm ◎ ― ○ ○ ○ ○

有効高さ
±30mm又は規定寸法の3%以
下の内小さい方の値

◎ ― ○ ○ ○ ○

鉛直中心間隔 ±20mm ◎ ― ○ ○ ○ ○

水平中心間隔
±20mm又は規定寸法の10%
以下の内小さい方の値

◎ ― ○ ○ ○ ○

鋼製支保工 建込完了後 １基毎 建込精度 -50mm～+40mm ― ◎ ○ ○ ○ ○

型枠設置後 １打設毎に11箇所 覆工厚空間量 設計覆工厚以上 ― ◎ ○ ○ ○ ○

１打設毎に 打設端部覆工厚 設計覆工厚以上 ― ◎ ○ ○ ○ ○

１回/20m 内空断面 ±45mm未満 ― ◎ ○ ○ ○ ○

施工完了時 １スパン毎 加圧試験
0.15N/mm2の加圧で２分間漏気が
無く圧力低下が20%以内 ― ◎ ○ ○ ○ ○

施工完了時 補修箇所毎 負圧試験 負圧5cm/Hgで漏気がないこと ― ◎ ○ ○ ○ ○

注）承認、検査担当の責任・権限の分担を示す。

◎：承認 ・検査試験項目においては、検査試験結果が規定要求事項に適合している事を認めることをいう。

○：担当 ・検査試験項目においては、所長より社内における合否判定の権限を委譲され、検査試験を実施し、結果を報告する。

組立完了後

覆　　工

防水工

脱型後

鉄筋工

吹付けｺﾝｸﾘｰﾄ

ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ

各施工単位毎

打設後

範囲・頻度 検査内容 合否判定基準
摘　　　　　　要

工　　種 検査時期

検査計画、担当者、
承認者の把握
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４．５　ＩＳＯ９００１を活用した監督業務４．５　ＩＳＯ９００１を活用した監督業務
　　　　　　（工事着手後）　【発注者】【請負者】　　　　　　（工事着手後）　【発注者】【請負者】

４．５．１　請負者に検査等を指示

　　　・検査記録　　・品質記録　　・内部監査実施記録

４．５．２　請負者が検査等を実施

　　　・検査記録　　・品質記録　　・内部監査実施記録

　監督職員は、工事の着手にあたり、請負者に、施工計画書、品
質計画書及び受発注者間の協議結果に従って検査等を実施し、記
録を維持することを指示する

　請負者は、工事施工に着手し、施工計画書、品質計画書及び受
発注者間の協議により定めた手順に従って必要な検査等を実施し、
発注者の要求があれば、いつでも提示できるように記録を維持す
る
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４．５．３　請負者作成の検査記録の確認による代替等【発注者】

（３）段階確認

（工事施工状況の確
認）

原則として次頁の表右欄に示す取り扱いによる

請負者が作成した検査記録の確認をもって代えるので
臨場による確認が少なくなります

この取り扱いで確認したときは、監督職員は、請負者に
段階確認書を通知する

できる限り請負者が作成した検査記録の確認をもって代
えるので臨場による確認が少なくなります

（２）工事施工の立会
い

指定された材料の試験、立会い又は検査を、請負者が
作成した検査記録の確認をもって代えるので臨場による
確認がなくなります

（１）指定材料の確認

　　　

　監督職員は、以下の３項について請負者作成の検査記録の確
認により、通常の監督業務を代替する
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適当な時期に請負者の検査記録の一部を抽出
して確認すること

⑤その他の項目

半分の頻度で通常の段階確認を実施すること④鉄筋組立てに関する項目

適当な時期に請負者の検査記録を確認すること③段階確認一覧の「確認の程度」の
欄において「１回/１工事」、「１回/
１構造物」等と定められている項目

通常の段階確認を実施すること。

ただし、それ以降の矢板及び杭の施工について
は、適当な時期に請負者の検査記録の一部を抽
出して確認すること

②事前に試験矢板又は試験杭の施
工を伴う項目

通常の段階確認を実施すること①掘削長さ、支持地盤等設計変更に
関する項目

段階確認方法監督項目

監督項目別の段階確認方法
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②、④、⑤段階確認の頻度の例（ISO活用工事の場合）

　――
重点：１回/５本

一般：１回/１０本
重点：１回/  ５本

杭頭処理状
況

杭頭処理
完了時

試験杭
　――
　重点：１回/５本

試験杭＋
　一般：１回/１０本
　重点：１回/  ５本

基準高、偏
心量、杭径

施工完了
時

一般：15％程度
　　　　/1構造物
重点：60％程度
　　　　/1構造物

一般：30％程度
　　　　/1構造物
重点：60％程度
　　　　/1構造物

使用材料、
設計図書と
の対比

鉄筋組立
て完了時

試験杭
　――
　重点：１回/５本

試験杭＋
　一般：１回/１０本
　重点：１回/  ５本

掘削長さ、
支持地盤

掘削完了
時

ﾘバｰｽ杭
ｵｰﾙｹｰｼﾝグ杭
ｱｰｽドﾘﾙ杭
大口径杭

場所打
杭工

ISO9001活用工事従来工事

確認の頻度
確認項目確認時期細別種別

【凡例】・「――」:請負者の検査記録を適切な時期に
　サンプリングにより確認します。

＊太枠内は道路・河川工事仕様書　第３編　土木工事共通編　１－１－６　表１－１段階確認一覧
表に示されているもので、請負者はここに示す確認時期において、段階確認を受けるよう定められ
ている。
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①、③、④段階確認頻度の例（ISO活用工事の場合）

【凡例】・「――」:請負者の検査記録を適切な時期

にサンプリングにより確認します。

　　――１回/１構造物設計図書との対
比 （不可視部分
の出来形）

埋戻し前

一般：15％程度/1
構造物

重点：60％程度/1
構造物

一般：30％程度
　　　/1構造物
重点：60％程度
　　　/1構造物

使用材料、
設計図書との
　　　対比

鉄筋組立て
　完了時

１回/１構造物１回/１構造物支持地盤
　（直接基礎）

床堀掘削
　完了時

１回/土(岩)質の
変化毎

１回/土(岩)質の変
化毎

土(岩)質、変化
　　　　位置

土(岩)質の
　変化した時

重要構造物
函渠工
(樋門・樋管を含む)
躯体工

（橋台）
ＲＣ躯体工

（橋脚）
橋脚ﾌ-ﾁﾝｸﾞ工
ＲＣ擁壁
砂防ダム
堰本体工
排水機場本体工
水門工
共同溝本体工

ISO9001
活用工事

通常工事

確認の頻度

確認項目確認時期
細
別

種別
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　　ISO9001活用工事では一般監督に対して、段階確認の程度
を低減する

　　　＜参考＞　段階確認の頻度の低減における具体的適用の例：鉄筋組立て

一般：15%/１構造物

重点：60%/１構造物

ISO9001活用工事

一般：30%/１構造物

重点：60%/１構造物

　　　　通常工事

　　　　　　　　　　確認の頻度

鉄筋組立
完了時

確認時期

ＲＣ橋脚 使用材料、設計
図書との対比

確認項目対象構造物

【低減の具体例】 「30%/１構造物」→ 「15%/１構造物」とは、
一般：5ロット×30%≒1.5回≒2回/1基
　　　　2回×10基＝20回確認

1
2
3
4

5

５回で打設

10基

・・・・・・・・・・

ＩＳＯ９００１活用工事：5ロット×15% ≒１回/1基
　　　　１回×10基＝10回の確認

（「監督業務等マニュアル（案）　表－４．６参照）



請負者は確認に係る報告（種別、施工予定時期等）
を段階確認願により監督職員に提出

監督職員は段階確認の実施について通知

請負者が検査・測定を実施の上、監督職員によ
る段階確認を受検
（確認実施日及び確認者の署名）

請負者は施工計画書を提出し、
発注者は内容を把握する

請負者の工程に沿った検査の実施
(確認実施日および確認者の署名)

監督職員が請負者の書類記録等
（検査結果、写真）を確認後、確認結果を請負者

に段階確認願にて通知する

請負者は施工計画書と品質計画書を提出し、
発注者は内容を把握する

通常の手順 ISO9001活用工事での手順

【【工事施工状況の確認工事施工状況の確認（段階確認）】（段階確認）】

　工事施工状況の確認（段階確認）の手順は、下図のように行う

監督職員は確認結果を、請負者に段階確認願に
て通知



【躯体工の段階確認例】(ISO活用工事の場合）

① 請負者が工程に沿って検査を実施し、結果
（出来形管理表、確認年月日、確認者）を記録
する。段階確認願に検査結果、写真を添付し、
監督職員に送付

② 監督職員が検査結果と写真を基に、規格値内
であることを確認し、段階確認願に「書面による
確認」である旨と確認日を記載して、署名、押
印

③ 段階確認願を請負者に返送

測定日：平成14年10月15日

①、②出来形管
理表

①、②写真管理
資料

②監督職員による請負者の検
査記録の確認後
監督職員による署名、押印

① 請 負 者 が
確認を実施



請負者は確認の予定時期を提出

監督職員は立会いの日程、
又は自主検査で実施依頼の通知

監督職員による立会いの実施
(確認実施日および確認者の署名)

請負者は施工計画書を提出し、
発注者は内容を把握する

請負者の工程に沿った検査の実施
(確認実施日および確認者の署名)

監督職員が請負者の書類記録等
（検査結果、写真）を確認後、

確認欄に押印

請負者は施工計画書と品質計画書を提出
し、発注者は内容を把握する

通常の手順 ISO9001活用工事での手順

　　　【工事施工の立会い】　【工事施工の立会い】

　工事施工の立会いの手順は、下図のように行う



① 請負者が工程に沿って検査を実施し、結果（ス
ランプ、強度等）を記録表に記載する。立会願
に品質記録、写真を添付し、監督職員に送付

② 監督職員が検査記録と写真を基に、試験結果
を確認し、末尾に「書面による確認」である旨と
確認日、確認者を記載

③ 確認欄に押印

①,②請負者の検
査の記録

①請負者が確認
を実施

②監督職員の書面
による確認

【コンクリート圧縮強度試験の立会い例】（ISO活用工事の場合）

③確認欄に押印

①,②写真管理資料

書面にて確認　平成○年○月○日
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４．５．４　工事施工状況の把握【発注者】

　工事の適切な施工の確保及び請負者による検査記録
の適切な作成のため、監督職員は、土木工事監督技
術基準(案)に規定する「工事施工状況の把握」につ
いては、引き続き適宜実施する。

(例）RC躯体工・・・　　　　　　　　　　　
　コンクリート打設など抜き打ちで
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監督職員は、工事施工中において、適宜請負者の品質記
録から、次頁以降に示す項目を抽出して、品質マネジメン
トシステムの運用状況（計画通りに実施しているか）を把
握する

４．６　請負者の品質４．６　請負者の品質マネジメントシステムの運用状況の把マネジメントシステムの運用状況の把
握（監督職員等がその握（監督職員等がその適切さを把握する）適切さを把握する）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【発注者】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【発注者】

＊但し、請負者のQMS運用状況把握のための臨場回数は、
通常の監督業務の頻度を上回らないこととする。
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　請負者の品質マネジメントシステムの運用状況の把握内容　（１／３）

項目 把握内容

（1）請負者が実施

する検査の実

施状況　

①検査計画どおり実施しているか

　・頻度、時期、検査担当者、承認者

②検査内容は適切か
　 ・定めた方法で検査しているか

　 ・検査結果は基準値を満足しているか

③不適合は発生しているか

（2）トレーサビリティ管

理の運用状況

①トレーサビリティ管理の記録があるか

②担当者、責任者、使用時期、使用場所、又

はその検査の結果が明確か
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請負者の品質マネジメントシステムの運用状況の把握内容　（２／３）

項目 把握内容

（3）監視機器及

び測定機器

管理の運用

状況

①管理対象機器の校正管理が、計画通りか　
　 ・校正記録の有無と実施日

②校正され、精度管理された機器が使われたか
　 ・校正証の有無と有効期限　

　 ・使用前点検記録の有無　 　

（4）内部監査の

実施状況

①内部監査が計画通りに実施されているか
　 ・実施時期は６ヶ月に１回程度実施されているか

　 ・監査リーダーは資格要件を満たしているか

②不適合に対し、適切に是正処置を行っているか

　・不適合の原因究明は適切か

　・是正処置内容は再発を防止する内容か
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請負者の品質マネジメントシステムの運用状況の把握内容　（３／３）

項目 把握内容

（5）不適合製品の

管理及び是正

処置・予防処

置の運用状況

①不適合製品管理手順に基づいて、処置され

ているか

②不適合の原因究明が適切であるか

③不適合処置、是正・予防処置の内容は、今

後の発生を防止する適切なものか



89

　発注者は、次の場合においては、ISO９００１活用工事の取扱いを
中止し、通常の監督業務を実施する。

①請負者のISO９００１認証の取消し、又はその維持が困難と見込ま
れる場合

②請負者の検査記録の確認及び品質マネジメントシステムの運用状
況の把握を行った結果、不適合が多いと認められた場合

　　　なお、重大な不適合が認められた場合は、必要に応じ、工事の
全部又は一部の中止を通知する（※３）

・請負者は、認証取消しになった場合、又はその維持が困難と見込ま
れる場合は、速やかに申し出ること

・発注者は、上記によりISO９００１活用工事を中止することとした時
は、速やかに請負者に書面で通知する

４．７　４．７　 ISOISO９００１９００１活用工事の取り扱いの中止活用工事の取り扱いの中止
　　　　（通常の監督業務に戻す旨の通知）　　　　（通常の監督業務に戻す旨の通知） 【発注者】【発注者】 　　　　　　　　
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請負者に指摘し、是正を求める　　

ⅱ）工事の全部又は一部の施工について
一時中止を通知し、不適合の是正を求
める

　（土木・河川工事仕様書１－１－１３ ）　
　

後日、是正処置記録を提出させ、
適切な処置がされていることを把
握する　　

(※3)請負者の品質マネジメントシステム運用状況把握時
に不適合発生の場合の取り扱い（例）【発注者】

ⅰ）通常の監督業務に戻す旨を通知し、不
適合の是正を求める。又は、

①軽微な不適合(再検査などの品質
の把握は可能）の場合　

②不適合が多い又は重大な不適合(再検査
などで品質の把握ができない)の場合

・引き続きＩＳＯ活用工事実施
・今後、任意の臨場の間隔を短くす

るなどの必要性を検討　　

・是正処置記録、現地立会いなどで品質に問
題がないことを把握する

・今後のＩＳＯ活用工事の適用を検討する
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５．その他５．その他
　・活用結果に関するアンケートの実施　・活用結果に関するアンケートの実施

　調査項目と実施対象は、以下のとおりである

アンケート調査の調査項目と実施対象

○○

着工後６ヶ月以上経
過時または竣工後

○○
申請、不申請の理由の分析

活用工事実施方法の検討

品質への影響の検討

効率化の程度の検討

書類の削減の検討

支援システムの活用状況の検討

着工後１ヶ月

経過時

請負者監督職員

対象者
調査項目実施時期

　ISO9001活用工事については、活用状況とその効果等を把握し、より良い運用方
針の検討に資するため、受発注者双方にアンケート調査を実施する
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・ホームページについて

・国土交通省→技術調査→入札・契約→ISOマネジメント
　→資料[H17.6.7]ISO9001認証取得を活用した工事について

・ISO活用工事ホームページアドレス
http://www.mlit.go.jp/tec/nyuusatu/ISO9001/index.html

・実務資料の中に活用工事の通知文書や監督業務等マニュアルが掲載され
ている。

　ＩＳＯ９００１活用工事の詳細及び取扱いに関する

Ｑ&Ａを含む情報が、国土交通省（技術調査）の

ホームページに平成17年６月から公開されている
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第３編　ＩＳＯ９００１活用工事支援第３編　ＩＳＯ９００１活用工事支援
　　　　システムについて　　　　システムについて
　　　　　　　　（請負者の品質マネジメントシステムの運用状況

を把握するためのシステム）
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１．システムの概要

　・目的

１．１　システムの目的と概要

監督職員が請負者の品質マネジメントシステムの運用状況を把握する時に、使用する
と便利な把握票（チェックシート）を作成するためのシステム

監督職員が把握票に、請負者のQMS運用状況の把握結果を記入

②ISO９００１規格要求事項に関する把握票：

　規格要求事項の中で、監督職員が把握する項目であるト
レーサビリティ、監視機器管理、内部監査、不適合管理、
是正処置が記載された把握票

①請負者が実施する検査に関する把握票：

　共通仕様書にある管理基準及び規格値（出来形・品質・
写真管理）が自動的に読み込まれた把握票

・内容

監督職員が把握
結果を記入する

　・概要

着工前及び
工事施工中に
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１．２　システム構成と動作環境

対応OS Windows98, Me, 2000, XP,NT

必要ｱﾌﾟﾘ EXCEL2000, 2002, 2003

インストール

プログラムファ
イルが入った
ＣＤ

各地整の技術
管理課を通じ
て監督職員に
配布

各自パソコンに
インストール

工事毎に把握表
を作成
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（１）新規工事を定義し把握票を出力する

起　動

初期ﾒﾆｭｰ

工事情報入力

把握票管理

新規把握票作成

把握票出力

把握票編集

印刷ﾌﾟﾚﾋﾞｭｰ

２．システムの利用イメージ

(請負者の品質マネジメントシステム運用状況の把握のためのシステム)

※ただし、出来形管理基準等は、平成
15年版仕様書で作成している
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「新規工事作成」ボタンを押します

起　　動

初期ﾒﾆｭｰ

工事情報入力

把握票管理

新規把握票作成

把握票出力

把握票編集

印刷ﾌﾟﾚﾋﾞｭｰ
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「年度」を選択又は入力します

「工事名称」を入力します

「計画書版」を選択します

「作成」ボタンを押します

※既に存在する工事情報の場合作成エラーとなります

起　　動

初期ﾒﾆｭｰ

工事情報入力

把握票管理

新規把握票作成

把握票出力

把握票編集

印刷ﾌﾟﾚﾋﾞｭｰ
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把握票管理画面で、この工事に関する把握票を管理します

起　動

初期ﾒﾆｭｰ

工事情報入力

把握票管理

新規把握票作成

把握票出力

把握票編集

印刷ﾌﾟﾚﾋﾞｭｰ
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工事着手前 or工事着手後を選択し、把握票種別を選択します

工事項目を選択し、「新規把握票作成」ボタンを押します

起　　動

初期ﾒﾆｭｰ

工事情報入力

把握票管理

新規把握票作成

把握票出力

把握票編集

印刷ﾌﾟﾚﾋﾞｭｰ
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ＥＸＣＥＬファイルとして把握票が出力されます

工事名称、工事項目は自動連携されます

起　　動

初期ﾒﾆｭｰ

工事情報入力

把握票管理

新規把握票作成

把握票出力

把握票編集

印刷ﾌﾟﾚﾋﾞｭｰ

ＥＸＣＥＬファイルとして任意の編集及び保存が可能です。
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把握票へチェック結果を入力します

起　　動

初期ﾒﾆｭｰ

工事情報入力

把握票管理

新規把握票作成

把握票出力

把握票編集

印刷ﾌﾟﾚﾋﾞｭｰ
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起　　動

初期ﾒﾆｭｰ

工事情報入力

把握票管理

新規把握票作成

把握票出力

把握票編集

印刷ﾌﾟﾚﾋﾞｭｰ

同一工種の把握票を別途複数作成の場合は、シートをコピーして同一ファイルに複数のシートを作成
するか、又は把握票管理画面の把握票コメント欄に別名を付けて別途作成します（マニュアルP.４－３
０参照）。把握票の保存先は変更できませんので、「名前を付けて保存」とすると、本システムの管理対
象外となりますので、注意が必要です。

２回目

入力後、保存します

入力した値はＥＸＣＥＬのファイル保存機能で保存できます。
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把握票シートを閉じる（下の「×」をクリックする）と、把握票管理画面に戻ります
起　　動

初期ﾒﾆｭｰ

工事情報入力

把握票管理

新規把握票作成

把握票出力

印刷ﾌﾟﾚﾋﾞｭｰ

この右上の「×」をクリックしますと、EXCEL自体が終了し、本システ
ムも終了してしまいますので、注意が必要です。

把握票編集

ＥＸＣＥＬの印刷機能により印刷できます
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（２）既存の工事情報を検索し、把握票を管理する

初期ﾒﾆｭｰ

検索条件

検索結果

把握票管理

「既存工事検索」ボタンを押します工事情報ｺﾋﾟｰ

工事名称変更
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「検索」ボタンを押します

検索条件を入力
初期ﾒﾆｭｰ

検索条件

検索結果

把握票管理

工事情報ｺﾋﾟｰ

工事名称変更
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「選択」ボタンを押します

検索結果を選択します初期ﾒﾆｭｰ

検索条件

検索結果

把握票管理

工事情報ｺﾋﾟｰ

工事名称変更
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把握票管理画面が表示されます

初期ﾒﾆｭｰ

検索条件

検索結果

把握票管理

作成済み把握票を随時編集できます

工事情報ｺﾋﾟｰ

工事名称変更
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（３）工事情報のコピー

初期ﾒﾆｭｰ

検索条件

検索結果

把握票管理

工事情報ｺﾋﾟｰ

工事名称変更

設計変更の場合、現在の工事情報をコピーし新たな版として管理で
きます
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初期ﾒﾆｭｰ

検索条件

検索結果

把握票管理

工事情報ｺﾋﾟｰ

工事名称変更

（４）工事名称の変更

工事名称は任意に変更できます
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[参考例]把握票記入例①(計画時表紙）
様式Ａ－０（１）

ＩＳＯ9001活用工事　請負者の品質マネジメントシステム計画把握票 (ﾁｪｯｸﾘｽﾄ）

主任監督員 監督員 現場監督員 監督補助員

㊞ ㊞ ㊞ ㊞

平成16年度　○○工事

○○建設株式会社

○○　○○（現場代理人）

○○　○○(監理技術者）

工事着手前における、施工品質計画書による把握

出来形管
理計画

品質管理
計画

写真管理
計画

検査計画及
び確認・立

会計画

各監視・測定
（検査）の担
当者及び承
認者、資格

内部監査
計画

㊞ ㊞ ㊞ ㊞ ㊞ ㊞

H16.8.1 H16.8.1 H16.8.1 H16.8.1 H16.8.1 H16.8.1

○○工

○○県　○○市

備 　　　　　考

実　施　者

実　施　日

場　　 　　所

区  　　　　分

工　　　事　　　名 ：

請 　負 　者 　名 ：

対   応   者　 名 ：

工　　 　　種

計画段階のQMSの計画を
把握するためのチェックリ
ストの全体をまとめた票
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様式Ａ－０（２）

ＩＳＯ9001活用工事　請負者の品質マネジメントシステム計画把握票 (ﾁｪｯｸﾘｽﾄ）

平成16年度　○○工事

監視機器
及び測定
機器管理

計画

トレーサビ
リティ管理

計画

不適合管
理是正処
置計画

㊞ ㊞ ㊞

H16.8.1 H16.8.1 H16.8.1

工　　　事　　　名 ：

実　施　者

実　施　日

備 　　　　　考

区  　　　　分
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[参考例]把握票記入例②（実施時表紙）
様式Ｂ－０（１）

ＩＳＯ9001活用工事　請負者の品質マネジメントシステム運用状況把握票 (ﾁｪｯｸﾘｽﾄ）

平成16年度　○○工事

○○建設株式会社

○○　○○（現場代理人）

○○　○○(監理技術者）

実施記録による把握

実施者 実施日 実施者 実施日 実施者 実施日 実施者 実施日 実施者 実施日 実施者 実施日

1 ㊞ H16.10.1 ㊞ H16.10.1 ㊞ H16.10.1 ㊞ H16.10.1 ㊞ H16.10.1 ㊞ H16.10.1

2 ㊞ H16.12.1 ㊞ H16.12.1 ㊞ H16.12.1 ㊞ H16.12.1 ㊞ H16.12.1 ㊞ H16.12.1

3 ㊞ H17.2.1 ㊞ H17.2.1 ㊞ H17.2.1 ㊞ H17.2.1 ㊞ H17.2.1 ㊞ H17.2.1

4

5

6

現場監督員

㊞

監督補助員

㊞

ＮＯ

主任監督員 監督員

㊞ ㊞

品質管理実施
状況

場　　 　　所

工　　　事　　　名 ：

対   応   者　 名 ：

出来形管理実
施状況

○○工

○○県　○○市

監視機器及び
測定機器管理
の運用状況

内部監査実施
状況

写真管理実施
状況

トレーサビリ
ティ管理の運

用状況

請 　負 　者 　名 ：

工　　 　　種

実施段階のQMS運用状
況を把握するための
チェックリストの全体をま
とめた票
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様式Ｂ－０（２）

ＩＳＯ9001活用工事 請負者の品質マネジメントシステム運用状況把握票 (ﾁｪｯｸﾘｽﾄ）

平成16年度　○○工事

実施者 実施日 実施者 実施日 実施者 実施日

㊞ H16.10.1 ― ― ― ―

㊞ H16.12.1 ― ― ― ―

㊞ H17.2.1 ― ― ― ―

工　　　事　　　名 ：

ＮＯ

不適合管理、
是正処置

の運用状況

段階確認実施
状況

請負者による
検査実施状況

仕様書にない特殊な工種
用にチェック票を作成可能
としている。

段階確認通知書で書類の
やりとりをしている場合は
チェック票の記入は不要
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[参考例]把握票記入例③（出来形管理）
工事名称　平成16年度　○○工事 様式Ｂ－１

出 来 形 管 理 実 施 状 況 の 把 握 票 （チェックリスト）
工事区分（レベル１） ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

支保工 吹付工 吹付 CⅡ NO36＋6.1 ○ × ○ ○ ○ 測定間隔が41.2
ｍである40ｍ毎
の測点を1点と
ること

H17.10.1 H17.10.2 ㊞

NO38＋2.7 × × × × × 測定されていな
い測定するよう
指示

H17.10.1 H17.10.2 ㊞

NO４２＋7.3 ○ ○ ○ ○ ○ 　　― H17.10.1 ㊞

吹 付
け 厚
さ

設計吹付
け厚以
上。ただ
し、良好
な岩盤で
施工端
部、突出
部等の特
殊な箇所
は設計吹
付け厚の
１／３以
上を確保
するもの
とする。

印

承
認
者
担
当
者

不 適 切 な 記 録
に対する指摘事
項（不適切な場
合 ＝ 指示 内容
等を記載する）

確認日
修正

確認日

測定項目 規格値

監督職員の記入項目

計
画
書
版

工種
（レベル２）

種別
（レベル３）

細別
（レベル４）

備考

記録を確認
する範囲

管理基準及び規
格値

測
定
箇
所

測
定
基
準

測
定
項
目

規
格
値
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[参考例]把握票記入例④（品質管理）
品 質 管 理 実 施 状 況 の 把 握 票 （チェックリスト）

工事区分（レベル１） ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

支保工 吹付工 吹付

H16.８
月実施
分

○ ○ ○ × ○ 試験月日が
１年以上前
新たに提出

指示

H16.10.1 H16.10.5 ㊞

骨材の
ふるい
分け試
験

設 計 図 書 に よ る 。 H16.８
月実施
分

○ ○ ○ ○ × 承認者不一
致

H16.10.1 H16.10.5 ㊞

骨材の
単位容
積質量
試験

設 計 図 書 に よ る 。 H16.８
月実施
分

○ ○ ○ ○ － － H16.10.1 ㊞

H16.８
月実施

○ ○ ○ ○ － － H16.10.1 ㊞

H16.８
月実施

○ ○ ○ ○ ○ － H16.10.1 ㊞材
料
試
験

骨材の
密度及
び吸水
率試験

絶乾密度：2.5以上
細骨材の吸水率：3.5％
以下
粗骨材の吸水率：3.0％
以下

骨材の
微粒分

粗骨材：1.0％以下
細骨材：ｺﾝｸﾘｰﾄの表面
がすりへり作用を受け
る場合3.0％以下、その
他の場合5.0％以下
（砕砂およびスラグ細
骨材を用 た場合

　吹付けコンクリート（ＮＡＴＭ）
材
料
試
験
区
分
：
必

アルカ
リ骨材
反応対
策

「アルカリ骨材反応抑
制対策について」（平
成１４年７月３１日付
け国官技第１１２号、
国港環第３５号、国空
建第７８号）」

記録を
確認

する範
囲

管理基準及び
規格値

試
験
方
法

試
験
基
準

試
験
項
目

規
格
値

計
画
書
版

工種
（レ

ベル
２）

種別
（レ

ベル
３）

細別
（レ

ベル
４）

備
考

承
認
者
担
当
者

不適切な記
録 に 対 す る
指 摘 事 項
（不適切な場
合＝指示内
容等を記載
する）

印
修正

確認日
確認日

監督職員の記入項目

規格値
試験項

目

監督職員が施工中に請負者の品質管理状況を
確認し、書き込む項目
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[参考例]把握票記入例⑤（内部監査）

内 部 監 査 実 施 状 況 の 把 握 調 査 票 （チェックリスト）

実施回数実施時期査リーダ

監 査
リ ー
ダ ー の
資 格 基
準

0 ○ H16.9.
8

(1回目）

○ ○ 内部品
質監査
結果報
告書

なし H16.10.1 － ㊞

1 ○ ○ ○ ○ 是正処
置記録

是正処置完了の月日が記
載されていない

H16.10.1 H16.10.5 ㊞

監督職員の記入項目

計
画
書
版

把握項目

把握記録
名称

不適切な記録に
対する指摘事項

把握日
修正

把握日
把握印
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[参考例]把握票記入例⑥（トレーサビリティ）

ト レ ー サ ビ リ テ ィ 管 理 実 施 状 況 の 把 握 調 査 票 （チェックリスト）

品名 規格

使
用
場
所

使
用
時
期

把握記録名
称

0 鉄筋 SD295A
D13～D25

○ ○ ○ ○ 鉄筋集計
表

－ H16.10.1 － ㊞

0 鋼アーチ
支保工

○ ○ ○ ○ 鋼アーチ支
保工集計
表

担当者印もれあり→
（試験写真で確認）

H16.10.1 H16.10.8 ㊞

監督職員の記入項目

管理方法
計
画
書
版

把握項目
品
質
確
認
方
法

担
当
者 不適切な記録に

対する指摘事項
把握印把握日

修正
把握日
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[参考例]把握票記入例⑦（監視機器管理）
監 視 機 器 及 び 測 定 機 器 の 管 理 実 施 状 況 の 把 握 調 査 票 （チェックリスト）

把握項目

装置名称

記
録
の
有
無

校
正
の
有
効
期
限

使
用
前
点
検
の
有
無

点
検
実
施
時
期

把握記録名称

0 光波距離計 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 測定機器定
期点検表

― H16.10.1 ― ㊞

0 オートレベル ○ ○ ○ ○ ○ × 測定機器定
期点検表

8月定期点検の記録
が見当たらない
→(H16.9.3実施）

H16.10.1 H16.10.8 ㊞

監督職員の記入項目

計
画
書
版

 
担
当
者

 
承
認
者

不適切な記録に
対する指摘事項

把握日
修正

把握日
把握
印

 管理方法
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[参考例]把握票記入例⑧
（不適合管理、是正処置）

不 適 合 管 理 、 是 正 処 置 運 用 状 況 の 確 認 票 （チェックリスト） 

計
画
書
版

確認書類名称
記載
の

有無
指摘事項 確認日

修正
確認日

確認
印

1

品質計画書
不適合品処理
報告書 ○

二次製品の厚み不足とい
う不適合が発生
手順通りの処置がなされて
いる。

H16.10.1

㊞

1
不適合品処理
報告書 ○

適切 H16.10.1

㊞

1

不適合品処理
報告書

×

今後の不適合を発生する
処置にはなっていない。工
場での出荷時の検査の徹
底の問題が残るので、是
正されたい。

H16.10.1 H16.10.5

㊞

不適合処置、是正・予防処置
の内容は、今後不適合製品の
発生を防止する適切なものか

把握項目

監督職員の記入項目

不適合が発生した場合、計画
した不適合製品管理手順に基
づいて、処置がなされているか

不適合の原因究明が適切であ
るか




